
令和７年度における公証人法第１３条ノ２に規定する公証人の公募について 

 

 令和７年１１月７日  

 法 務 省   

        

１ 公証人法第１３条ノ２の公証人（以下「特任公証人」といいます。）の

公募について 

 ① 公証人に採用されると 

  ◎ 職務内容  

    公証人法に定めのある公証人の職務内容は、当事者その他の関係人

の嘱託により、（ア）法律行為その他私権に関する事実について公正

証書を作成すること、（イ）私署証書に認証を与えること及び（ウ）

株式会社等の定款に認証を与えることです（同法第１条）が、公証人

は、このほか、他の法令に定めのある職務として、公正証書遺言の作

成（民法第９６９条）、金銭等の請求につき執行受諾文言のある公正

証書（執行証書）への執行文の付与（民事執行法第２６条第１項）、

手形・小切手の拒絶証書の作成（拒絶証書令第１条）、私文書への確

定日付の付与（民法施行法第５条、第６条）等の職務を行います。 

    公証人は、法務大臣の指定する地にその役場を設け、原則としてそ

の役場において、これらの職務を各種法律に基づいて厳正に行いま

す。  

  ◎ 身分  

    公証人は、国家公務員法上の公務員ではありませんが、公証人法の

規定により法務大臣が任命し、公証行為という国の公務を掌るもので

すから、実質的意義における公務員であり、刑法の文書偽造罪等や国

家賠償法の適用については、公務員に当たるとされています。 

    また、公証人は、その取り扱った事件について守秘義務を負う（公

証人法第４条）ほか、法務大臣の監督を受けることとされています

（同法第７４条第１項）。 

    なお、公証人には職務専念義務があり、兼職は禁止されています

（同法第５条）。したがって、例えば、司法書士登録をしている場合

には、その登録の取消しをする必要があります。  

  ◎ 手数料収入  

    公証人は、職務の執行につき、嘱託人から、手数料、送達に要する

料金、登記手数料、日当及び旅費を受けることができ、その額は、政



令（公証人手数料令）の定めるところによります。公証人は、これ以

外の報酬は、名目のいかんを問わず、受け取ってはなりません（公証

人法第７条）。公証人に、国庫から給与や諸手当が支給されること

は、ありません。 

    また、公証人は、個人として国民健康保険に加入することになりま

す。 

    なお、公証人は、手数料収入の中から個人の負担により役場の維持

費、雇用した書記の人件費等の経費を支出することになります。   

  ② 公募手続の概要について 

  ア 特任公証人選考のための公募は、原則として年１回行っています。 

  イ 特任公証人の被選考資格は、多年法務に携わった経験を有する者と

して検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会が定める基準に該

当する者であり、後記２のとおりです。  

  ウ 令和７年度に公募する公証役場、採用予定人数及び採用予定年月日

等は、後記３のとおりです。 

  エ 令和７年度の公証人選考申込願書受付期間等は、後記４のとおりで

す。 

  オ 提出書類等は、後記５のとおりです。 

  カ 短答式による筆記試験については、後記６のとおりであり、筆記試

験の科目は、（ア）民法、（イ）商法、（ウ）民事訴訟法（民事執行法

を含む。）及び（エ）公証人法の４科目です。 

    なお、検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会が定める者に

ついては、その申請により、短答式による筆記試験において、科目の

一部が免除されます（後記７参照）。  

  キ 口述試験については、後記８のとおりであり、口述試験において

は、受験者が公証人となるのに必要な学識経験及び適格性を有する人

物であるかどうかが判定されます。  

  ク 最終選考結果は、令和８年４月上旬までに通知します。  

 

２ 被選考資格 

    次に掲げる基準に該当する方は、多年法務に携わった経験を有する者と

して、公証人法第１３条ノ２に規定する選考を受けることができます。 

  なお、次に掲げる者に該当しない方については、その方の経歴、資格等

に基づき、検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会が、多年法務に

携わった経験を有するか否かを個別に審査し、被選考資格の有無を決定し



ます。 

  おって、被選考資格の有無は、令和７年１０月１日を基準日として判定

します。 

 

３ 受付法務局、採用予定地、採用予定人員及び採用予定年月日 

  受付法務局、採用予定地、採用予定人員及び採用予定年月日は、次のと

おりです。 

 

受付 

法務局 
採用予定地 

採用予定 

人員 
採用予定年月日 

横浜 

相模原支局管内 相模原市 １人 令和 8 年 6 月 1 日 

厚木支局管内 厚木市 １人 令和 8 年 10 月 1 日 

水戸 龍ケ崎支局管内 取手市 １人 令和 8 年 10 月 1 日 

宇都宮 足利支局管内 足利市 １人 令和 9 年 4 月 1 日 

前橋 太田支局管内 太田市 １人 令和 8 年 7 月 1 日 

静岡 下田支局管内 下田市 １人 令和 8 年 5 月 1 日 

１ 裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官又は検察事務官としてその

職務に従事した期間が通算して１５年以上の者であって、 

  (1) 一般職の職員の給与に関する法律（昭和２５年法律第９５号。以下

「給与法」という。）第６条第１項第１号イに規定する行政職俸給表

（一）に定める職務の級が７級以上の職にあったもの 

  (2) 給与法第６条第１項第４号ロに規定する公安職俸給表（二）に定め

る職務の級が７級以上の職にあったもの 

 ２ 簡易裁判所判事又は副検事としてその職務に従事した期間が通算して

５年以上の者 

 ３ ２掲記の職務に従事した期間が通算して５年未満であるが、この期間

に１掲記の職務に従事した期間を通算すると、これらの職務に従事した

期間が通算して１５年以上になる者 

 ４ 司法書士としての実務の経験年数が通算して１５年以上の者 

 ５ 法人の法務に関する実務の経験年数が通算して１５年以上の者 



長野 飯田支局管内 飯田市 １人 令和 8 年 5 月 1 日 

京都 舞鶴支局管内 舞鶴市 １人 令和 8 年 7 月 1 日 

奈良 葛城支局管内 大和高田市 １人 令和 8 年 7 月 1 日 

和歌山 田辺支局管内 田辺市 １人 令和 8 年 7 月 1 日 

名古屋 半田支局管内 半田市 １人 令和 8 年 6 月 1 日 

岐阜 大垣支局管内 大垣市 １人 令和 8 年 7 月 1 日 

富山 高岡支局管内 高岡市 １人 令和 8 年 7 月 1 日 

広島 福山支局管内 福山市 １人 令和 8 年 7 月 1 日 

松江 浜田支局管内 浜田市 １人 令和 8 年 7 月 1 日 

福岡 

直方支局管内 直方市 １人 令和 8 年 6 月 1 日 

行橋支局管内 行橋市 １人 令和 8 年 7 月 1 日 

筑紫支局管内 太宰府市 １人 令和 8 年 9 月 1 日 

盛岡 宮古支局管内 宮古市 １人 令和 8 年 7 月 1 日 

札幌 小樽支局管内 小樽市 １人 令和 8 年 7 月 1 日 

旭川 旭川本局管内 旭川市 １人 令和 8 年 7 月 1 日 

高知 四万十支局管内 四万十市 １人 令和 8 年 7 月 1 日 

 

４ 公証人選考申込案内掲示期間及び選考申込願書受付期間 

 (1) 受付法務局における公証人選考申込案内掲示期間は、次のとおりで

す。 

      令和７年１１月１０日（月曜日）午前８時３０分から同年１２月１２

日（金曜日）午後５時１５分まで 

 (2) 受付法務局における選考申込願書受付期間は、次のとおりです。 

   令和７年１１月１１日（火曜日）から同年１２月１２日（金曜日）ま

で（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）の午前８時３０分から正

午まで及び午後１時から午後５時１５分まで 



  （郵送の場合は、令和７年１２月１２日消印まで有効） 

 

５ 提出書類等 

    受付法務局において、上記４の(1)の期間中、応募書類（公証人選考申

込願書、経歴に係る申告書、筆記試験一部免除申請書、勤務経験証明書の

各用紙及びその記載例）を配布し、応募を受け付けています。記載方法に

ついての説明等を行いますので、受付法務局の総務課までお越しくださ

い。 

  応募書類はこちら 

    なお、次に掲げる方は、経歴を証する書面として、次のものが必要とな

ります。 

 (1) 裁判所事務官、裁判所書記官又は簡易裁判所判事（これらの職にあっ

た方を含みます。） 

   辞令の写し又は所属長等の証明書 

 (2) 司法書士 

   日本司法書士会連合会発行の登録事項証明書及び事務所所在地履歴事

項証明書 

 (3) 法人その他の法務経験者 

   勤務経験証明書 

 

６ 短答式による筆記試験について 

    公募した公証役場の定数（採用予定人員）に対する応募者がその定数の

倍数を超える場合には、令和８年１月上旬頃に短答式による筆記試験を行

います。 

  試験の科目は、（ア）民法、（イ）商法、（ウ）民事訴訟法（民事執行法

を含む。）及び（エ）公証人法の４科目です。 

  なお、この短答式による筆記試験は、公募を行った法務局又は地方法務

局において実施されます。 

 

７ 短答式による筆記試験の一部免除について  

  次の表の各号の左欄に掲げる方の申請により、当該各号の右欄に掲げる

科目が免除されます。 

 

https://www.moj.go.jp/content/001448864.doc


１ 裁判所事務官、裁判所書記官、法務

事務官又は検察事務官としてその職務に

従事した期間が通算して２５年以上にな

る者 

  民法及び商法 

 ただし、民事訴訟に関する職務に

従事した期間が通算して３年以上に

なる者については、民事訴訟法も免

除する。 

２ 簡易裁判所判事としてその職務に従

事した者 

  民法、商法及び民事訴訟法 

３ 副検事としてその職務に従事した者   民法及び商法 

４ 司法試験に合格した者   当該試験において受験した科目 

５ 司法書士試験に合格した者   民法及び商法 

 ただし、法務大臣が簡裁訴訟代理

関係業務を行うのに必要な能力を有

すると認定した者で、民事訴訟に関

する職務に従事した期間が通算して

３年以上になるものについては、民

事訴訟法も免除する。 

６ 法人の法務に関する実務の経験年数

が通算して２５年以上になる者 

  民法及び商法 

 

８ 口述試験について 

  令和８年２月上中旬頃に法務省において口述試験を実施します。 

  口述試験においては、受験者が公証人となるのに必要な学識経験及び適

格性を有する人物であるかどうかが判定されます。  

 

９ 結果の発表について  

  検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会は、経歴及び口述試験の

結果を総合して選考合格者を決定し、令和８年４月上旬までに、その結果

を通知します。 

  なお、試験の採点結果に関する照会には、一切応じません。 

 

10 その他 

  法務局及び地方法務局の所在地等  

 

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji10.html

